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アプリケーションサービス利用規約 

 

実施 平成18年10月11日 

 

アプリケーションサービス利用規約 

 

実施 平成18年10月11日 

 

第１章 総則 

 

第１章 総則 

 

（定義） 

第５条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 

（定義） 

第５条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 用語 定義   用語 定義  

 ３ 提携事業

者 

ＡＳＰサービスとの協業提携に係る契約を当社と締結してい

る者 

  ３ 削除 削除  

 ５ 統合ＶＰ

Ｎサービス 

当社の電気通信サービスであって別記に掲げるもの   ５ 削除 削除  

 ６ 

Universal 

One サ ー ビ

ス 

当社がUniversal Oneサービス契約約款（第１編）によって提

供する電気通信サービス 

  ６ 削除 削除  

 ７ 

Universal 

One 代 表 契

約者 

当社とUniversal Oneサービス契約約款（第１編）に規定する

代表契約を締結している者 

  ７ 削除 削除  

 ８ ＡＳＰ接

続サービス 

ＡＳＰサービスであって、統合ＶＰＮサービスに対して、当

社の設置する電気通信設備を介してＡＳＰ利用サービス及び

提携サービス（当社又は提携事業者が提供するサービスであ

って当社が別に定めるものをいいます。以下、同じとします。）

と接続することができる機能を提供する電気通信サービス 

（注）当社は、当社が別に定める提携サービスを、ＡＳＰ接

続契約の申込みをする者及びＡＳＰ接続契約者に開示しま

す。 

  ８ 削除 削除  

 11 ＡＳＰ接

続契約 

当社からＡＳＰ接続サービスの提供を受けるための契約   11 削除 削除  

 12 ＡＳＰ接

続契約者 

当社とＡＳＰ接続契約を締結している者   12 削除 削除  

  

第２章 サービスの種類等 第２章 サービスの種類等 

 

（ＡＳＰサービスの種類） 

第６条 ＡＳＰサービスには、次に掲げるサービスの種類があります。 

 

（ＡＳＰサービスの種類） 

第６条 ＡＳＰサービスには、次に掲げるサービスの種類があります。 

  ＡＳＰ接続サービス   削除 

  

第３章 契約 第３章 契約 
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（ＡＳＰ契約の単位等） 

第７条 ＡＳＰ契約の単位は、次のとおりとします。 

 

（ＡＳＰ契約の単位等） 

第７条 ＡＳＰ契約の単位は、次のとおりとします。 

  ＡＳＰ接続契約の場合 

当社は、１の統合ＶＰＮサービスに係る１のグループにつき１のＡＳＰ接続契

約を締結します。この場合、ＡＳＰ接続契約者は、１のＡＳＰ接続契約につき１

人とします。 

  削除 

  （略）   （略） 

２ ＡＳＰ接続契約者は、統合ＶＰＮサービスに係るグループの代表契約者等（当社

に届け出た者に限ります。以下、同じとします。）と同一の者に限ります。 

 

  

 

（ＡＳＰ契約申込の承諾） 

第９条 当社は、ＡＳＰ契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾

します。 

 

（ＡＳＰ契約申込の承諾） 

第９条 当社は、ＡＳＰ契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾

します。 

２ 当社は前項の規定に関わらず、次の場合には、そのＡＳＰ契約の申込みを承諾し

ないことがあります。 

２ 当社は前項の規定に関わらず、次の場合には、そのＡＳＰ契約の申込みを承諾し

ないことがあります。 

  ＡＳＰ接続契約の申込みをした者が、接続しようとする統合ＶＰＮサービスに

係るグループの代表契約者等（当社に届け出た者に限ります。）と同一の者とな

らないとき。 

  削除 

  ＡＳＰ接続契約の申込みをした者が、そのＡＳＰ接続サービスを経由して利用

するＡＳＰ利用サービスに係る契約者の承諾を得られないとき。 

  削除 

  ＡＳＰ利用契約の申込みをした者が、その経由するＡＳＰ接続サービスに係る

契約者又はその経由するUniversal Oneサービスに係るUniversal One代表契約者の

承諾を得られないとき。 

  削除 

 

  ＡＳＰ契約の申込みをした者が、ＡＳＰサービス、統合ＶＰＮサービス又は

Universal Oneサービスの料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると

き。 

 

  ＡＳＰ契約の申込みをした者が、ＡＳＰサービスの料金等の支払いを現に怠

り、又は怠るおそれがあるとき。 

  ＡＳＰ契約の申込みをした者が、ＡＳＰサービス、統合ＶＰＮサービス又は

Universal Oneサービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。 

  ＡＳＰ契約の申込みをした者が、ＡＳＰサービスに係る契約の解除を受けたこ

とがあるとき。 

  

 

（ＡＳＰ契約に基づく権利の譲渡） 

第12条 ＡＳＰサービスに係る利用権（ＡＳＰ契約者がＡＳＰ契約に基づいてＡＳＰ

サービスの提供を受ける権利をいいます。以下「ＡＳＰ利用権」といいます。）の

譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。 

 

（ＡＳＰ契約に基づく権利の譲渡） 

第12条 ＡＳＰサービスに係る利用権（ＡＳＰ契約者がＡＳＰ契約に基づいてＡＳＰ

サービスの提供を受ける権利をいいます。以下「ＡＳＰ利用権」といいます。）の

譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。 

３ 当社は、前項の規定によりＡＳＰ利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の

場合を除いて、これを承認します。 

３ 当社は、前項の規定によりＡＳＰ利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の

場合を除いて、これを承認します。 

  ＡＳＰ利用権（ＡＳＰ接続サービスに係るものに限ります。）を譲り受けよう

とする者が、接続しようとする統合ＶＰＮサービスに係るグループの代表契約者

等（当社に届け出た者に限ります。）と同一の者とならないとき。 

  削除 
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  ＡＳＰ利用権（ＡＳＰ接続サービスに係るものに限ります。）を譲り受けよう

とする者が、そのＡＳＰ接続サービスを経由して利用するＡＳＰ利用サービスに

係る契約者の承諾を得られないとき。 

  削除 

  ＡＳＰ利用権（ＡＳＰ利用サービスに係るものに限ります。）を譲り受けよう

とする者が、その経由するＡＳＰ接続サービスに係る契約者又はその経由する

Universal Oneサービスに係るUniversal One代表契約者の承諾を得られないと

き。 

  削除 

  ＡＳＰ利用権を譲り受けようとする者が、ＡＳＰサービス、統合ＶＰＮサービ

ス又はUniversal Oneサービスの料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれが

あるとき。 

  ＡＳＰ利用権を譲り受けようとする者が、ＡＳＰサービスの料金等の支払いを

現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

  ＡＳＰ利用権を譲り受けようとする者が、ＡＳＰサービス、統合ＶＰＮサービ

ス又はUniversal Oneサービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。 

  ＡＳＰ利用権を譲り受けようとする者が、ＡＳＰサービスに係る契約の解除を

受けたことがあるとき。 

  

４ ＡＳＰサービスに係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有して

いた一切の権利及び義務を承継します。 

４ ＡＳＰサービスに係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、ＡＳＰ契約者の

有していた一切の権利及び義務を承継します。 

  

 

（当社が行うＡＳＰ契約の解除） 

第14条 当社は、ＡＳＰ契約者が次のいずれかに該当するときは、そのＡＳＰ契約の

解除をすることがあります。 

 

（当社が行うＡＳＰ契約の解除） 

第14条 当社は、ＡＳＰ契約者が次のいずれかに該当するときは、そのＡＳＰ契約の

解除をすることがあります。 

  第19条（利用停止）の規定によりＡＳＰサービスの利用を停止された契約者が、

なおその事実を解消しないとき。 

  第19条（利用停止）の規定によりＡＳＰサービスの利用を停止されたＡＳＰ契

約者が、なおその事実を解消しないとき。 

  統合ＶＰＮサービス又はUniversal Oneサービスの契約の解除があったとき。   削除 

 

第５章 利用中止等 

 

第５章 利用中止等 

 

（利用停止） 

第 19 条 当社は、ＡＳＰ契約者が次のいずれかに該当するときは、ＡＳＰサービス

の利用を停止する事があります。 

 

（利用停止） 

第19条 当社は、ＡＳＰ契約者が次のいずれかに該当するときは、ＡＳＰサービスの

利用を停止することがあります。 

  統合ＶＰＮサービス又はUniversal Oneサービスに係る料金の支払いがないと

き。 

  削除 

  前４号のほか、本規約に反する行為であって、ＡＳＰサービス、統合ＶＰＮサ

ービス又はUniversal Oneサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通

信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。 

  前４号のほか、本規約に反する行為であって、ＡＳＰサービスに関する当社の

業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあ

る行為をしたとき。 

  

 

第６章 料金等 

 

第６章 料金等 
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第２節 料金等の支払義務 

 

（利用料金の支払義務） 

第23条 ＡＳＰ接続契約者は、そのＡＳＰ契約に基づいて当社がＡＳＰサービスの提

供を開始した日から起算して、ＡＳＰ契約の解除があった日の前日までの期間（提

供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、１日間としま

す。）について、利用料金の支払いを要します。 

 

第２節 料金等の支払義務 

 

 

第23条 削除 

２～８ （略） ２～８ （略） 

 

第７章 損害賠償等 

 

第７章 損害賠償等 

 

（責任の制限） 

第29条 当社は、ＡＳＰサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき

理由によりその提供をしなかったときは、そのＡＳＰサービスが全く利用できない

状態にあることを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続した

場合に限り、その契約者の逸失利益、派生損害等を除く通常の損害を賠償します。 

 

（責任の制限） 

第29条 当社は、ＡＳＰサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき

理由によりその提供をしなかったときは、そのＡＳＰサービスが全く利用できない

状態にあることを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続した

場合に限り、そのＡＳＰ契約者の逸失利益、派生損害等を除く通常の損害を賠償し

ます。 

 

（免責） 

第30条 当社は本規約で特に定める場合若しくは当社の故意又は重大な過失による

場合を除き、ＡＳＰ契約者に係る損害を賠償しないものとし、ＡＳＰ契約者は当社

に当該損害についての請求をしないものとします。また、ＡＳＰ契約者は、ＡＳＰ

サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任でこれを解決

し、当社に責任を負担させないものとします。 

 

（免責） 

第30条 当社は本規約で特に定める場合若しくは当社の故意又は重大な過失による

場合を除き、ＡＳＰ契約者に係る損害を賠償しないものとし、ＡＳＰ契約者は当社

に当該損害についての請求をしないものとします。また、ＡＳＰ契約者は、ＡＳＰ

サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任でこれを解決

し、当社に責任を負担させないものとします。 

４ この規約に定める免責に関する事項は、この規約の準拠法で強行規定として定め

られる、法的に免責又は制限できない範囲を免責することまでを目的とはしていま

せん。そのため、準拠法の強行規定の定めを超える免責事項がこの規約に含まれる

場合には、準拠法にて許容される最大限の範囲にて当社は免責されます 

４ この規約に定める免責に関する事項は、この規約の準拠法で強行規定として定め

られる、法的に免責又は制限できない範囲を免責することまでを目的とはしていま

せん。そのため、準拠法の強行規定の定めを超える免責事項がこの規約に含まれる

場合には、準拠法にて許容される最大限の範囲にて当社は免責されます。 

  

 

（ＡＳＰ契約者の義務） 

第33条 ＡＳＰ契約者は、次のことを守っていただきます。 

 

（ＡＳＰ契約者の義務） 

第33条 ＡＳＰ契約者は、次のことを守っていただきます。 

  その他、法令、規約若しくは公序良俗に反する行為、ＡＳＰサービスの運営を

妨害する行為、当社の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を

与える行為をしないこと。 

  その他、法令、規約若しくは公序良俗に反する行為、ＡＳＰサービスの運営を

妨害する行為、当社の信用をき損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与

える行為をしないこと。 

２ ＡＳＰ契約者は、前項の規定に違反してＡＳＰサービスに係る当社の設備等をき

損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用

を支払っていただきます。 

２ （略） 

 

（ＡＳＰ契約者に対する通知） 

第34条 ＡＳＰ契約者に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行

うことができるものとします。 

 

（ＡＳＰ契約者に対する通知） 

第34条 ＡＳＰ契約者に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行

うことができるものとします。 
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  ＡＳＰサービスを掲載した当社のＷＥＢサイト上に掲載して行います。この場

合は、掲載された時をもって、ＡＳＰ契約者に対する通知が完了したものとしま

す。 

  ＡＳＰサービスを掲載した当社のＷｅｂサイト上に掲載して行います。この場

合は、掲載された時をもって、ＡＳＰ契約者に対する通知が完了したものとします。 

  

 

（当社の知的所有権） 

第35条 ＡＳＰサービスの提供に関連して当社がＡＳＰ契約者に貸与又は提示する

ソフトウェア等のプログラム又は物品（本規約、ＡＳＰサービスの仕様書、取扱マ

ニュアル等を含みます。以下この条において「プログラム等」といいます。）に関

する著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。）及び著作者人格権（著

作権法第18条から第20条までの権利をいいます。）並びにそれに含まれるノウハウ

等一切の知的財産権は当社又は当社の指定するものに帰属するものとします。 

 

（当社の知的所有権） 

第35条 ＡＳＰサービスの提供に関連して当社がＡＳＰ契約者に貸与又は提示する

ソフトウェア等のプログラム又は物品（本規約、ＡＳＰサービスの仕様書、取扱マ

ニュアル等を含みます。以下この条において「プログラム等」といいます。）に関

する著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。）及び著作者人格権（著

作権法第18条から第20条までの権利をいいます。）並びにそれに含まれるノウハウ

等一切の知的財産権は当社又は当社の指定する者に帰属するものとします。 

２ ＡＳＰ契約者は、プログラム等を次のとおり取り扱うものとします。 ２ ＡＳＰ契約者は、プログラム等を次のとおり取り扱うものとします。 

  当社又は当社の指定する者が表示した著作権表示を削除又は変更しないこと。   （略） 

  

別記 別記 

 

１ 統合ＶＰＮサービス 

当社が提供する統合ＶＰＮサービスは次表に掲げる当社の電気通信サービスで

あって、当社が別に定めるものとします。 

 

１ 削除 

 契約約款の名称  サービスの名称   

 Universal Oneサービス契約約款 第２編 ＶＰＮサービス   

  第３編 ＶＰＮサービス   

  第６編 クローズドコンピュータ

通信網サービス 

  

（注）当社は、当社が別に定める電気通信サービスを、ＡＳＰ接続契約の申込みを

する者及びＡＳＰ接続契約者に開示します。 

 

  

３ ＡＳＰ契約者の氏名等の変更の届出 ３ ＡＳＰ契約者の氏名等の変更の届出 

  前項に規定する変更の申し出を怠ったことにより不利益を被った場合であっ

ても、当社はその責任を負わないものとします。 

  前項に規定する変更の申出を怠ったことにより不利益を被った場合であって

も、当社はその責任を負わないものとします。 

  

 

料金表 

通則 

 

料金表 

通則 

（料金等の請求） 

11 当社は、ＡＳＰサービスの料金等をＡＳＰ契約者に係る統合ＶＰＮサービス又は

Universal Oneサービスの料金等と併せて請求することがあります。 

 

11 削除 

 
第１表 料金 

 第１ 利用料金 

 

第１表 料金 

 第１ 利用料金 

  ２ 料金額 

   ２－１ ＡＳＰ接続サービスに係るもの 

月額 

  ２ 料金額 

   ２－１ 削除 
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 区分 単位 料金額   

 ＡＳＰ接続サービス １の契約ごとに －   

  

 

第２表 工事に関する費用 

 １ 適用 

 

第２表 工事に関する費用 

 １ 適用 

 区分 内容   区分 内容  

  工事費の

適用 

工事費は、次の場合に適用します。    工事費の

適用 

工事費は、次の場合に適用します。  

   区分 内容      区分 内容   

   ア ＡＳＰ接続サービス

工事費 

ＡＳＰ接続サービスに関

する工事を要する場合に

適用します。 

     ア 削除 削除   

           

  割増工事

費の適用 

当社は、契約者から割増工事費を支払うことを条件に次表に

規定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があった場合

であって、当社の本サービスに係る業務の遂行上支障がない

ときは、その時間帯に工事を行うことがあります。この場合

の割増工事費の額は、２（工事費の額）の規定にかかわらず、

次表に規定する額とします。 

   割増工事

費の適用 

当社は、ＡＳＰ契約者から割増工事費を支払うことを条件に

次表に規定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があ

った場合であって、当社のＡＳＰサービスに係る業務の遂

行上支障がないときは、その時間帯に工事を行うことがあ

ります。この場合の割増工事費の額は、２（工事費の額）

の規定にかかわらず、次表に規定する額とします。 

 

   （略） （略）      （略） （略）   

   （略） （略）      （略） （略）   

        

 

 ２ 工事費の額 

ＡＳＰ接続サービスの利用の開始、付加機能の利用開始、付加機能の利用内容の変

更、付加機能の廃止又はその他の契約内容の変更に関する工事 

 

 ２ 工事費の額 

 付加機能の利用開始、付加機能の利用内容の変更、付加機能の廃止又はその他の契

約内容の変更に関する工事 

 区別 単位 工事費の額   区別 単位 工事費の額  

 ア  Ａ Ｓ

Ｐ 接 続

サ ー ビ

ス に 係

る 工 事

の場合 

利用の開始に関する工事の場合 １ の 契 約

ごとに 

2,000円

（2,200円） 

  ア 削除 削除 削除  

  

  

 附則（令和４年３月17日 ＤＰＳサ第00896639号） 

この改正規定は、令和４年３月31日から実施します。 

  

 


